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松山に初めて住まわれる外国人対象
ーー市役所での外国人の諸手続き内容ーー



①-1 住民異動届 〈住〉



①-2 住民異動届 〈年〉



①-3 住民異動届 〈保〉



④ 国民健康保険料
所得申告書

令和4（2022）年度 国民健康保険料所得申請書



⑤ 児童手当・特例給付
認定請求書



⑥ 国外転入 記載例
住民異動届



※日本語がわからない時は翻訳機を使う

住所がわかる人全員の名前
（前の住所が違う場合はもう一枚
書かかなければばならない）

初来日の人は本国の住所は不要

（書いてなくても支障無し）

＊名前だけは自署でないとダメ
漢字・アルファベット・通称の3種類ある人もいる。

在留カードに書いてある名前を書く。

注１
*在留カード：新しい住所を

裏に書くため

＊パスポート：日本に来た日

を確認するため

松山の住所

家族が別の場合
《 在 留 カ ー ド
パ ス ポ ー ト
証明書》

在留カード
は絶対必要！

①-1 住民異動届 〈住〉

注２
*来日日と異動日に差があった場合、
どこで何をしていたか
備考欄に書いてもらう



①-2 住民異動届 〈年〉

＊学生の免除申請 〘パスポート、在留カード、学生証｠

＊仕事を辞めて支払えない、（証拠の書類｠

＊来たばかりの外国人（仕事はない人）〘在留カード、パスポート｠
どうなるかは年金機構からのお知らせが来る

＊学生（4～3月で数える）と一般（7～6月で数える）は年度の数え方が違うので注意！

＊申請しても免除のお知らせが届くのが遅い場合は請求は取りあえず無視してよい。



①-3 住民異動届 〈保〉

基本的にはその場で加入できる
保険証は作るが働くところで保険証は説明されたか聞かれる

＊加入には所得申請が必要

※申請しなかったら最高額の請求がいく
保険料の計算は自己申告と市が調べたもので算出⇒所得に見合った保険料を払うため

◎社会保険ができたら国保を切る申請をしないと二重払いや不払いになる恐れがある



⑤ 児童手当・特例給付
認定請求書

＊中３まで児童手当がもらえる

＊支給は直接でなく振込み
⇒どの口座に振り込むか記入しなければななにのでキャッシュカードか通帳必要
口座がなくとも登録（受付）はできる
口座に関しては後日別紙を提供することで（郵送可）OK それまで振込は保留

＊どういう保険に入っているか見るので保険証が必要
＊支給は受理したら翌月から（振込みは年3回）

＊児童手当の請求者は父母の収入の高い方
わからない時は両者のキャッシュカードや通帳を持って行く
逆転した場合は、一年毎に変更があるかどうかの通知が来るのでその時に申請する



異動日：
実際に松山に住所を置いた日 未来の日はだめ
報告にきた日か それ以前の日 届け出は２週間以内

世帯主氏名：ルームシェアの場合は
お互いが 世帯主になる。どうしても
同世帯 にしたい場合は 保険の問題が
出てくるので その説明がある
ちなみに 親族関係 がない場合は同居人
となる

注１
* 在 留 カ ー ド
：新しい住所を裏に
書くため

＊パスポート
：日本に来た日を確認
するため

＊住所：松山の場合
号は必用で 号室の室は不要

注２
*来日日と異動日に差があった場合、どこ
で何をしていたか備考欄に書いてもらう

⑥ 国外転入記載例
住民異動届


